
前回定例会(12 月１日)以降の行政の動き 

 
 

平成 17 年１月 19 日 

新   潟   県 

 
 

１．新潟県中越地震後の連絡体制強化の状況 

中越地震発生直後から強化していた緊急時連絡体制を、大きな余震が発生する可能性が低

くなったことから、12 月 14 日に解除し、通常の連絡体制に復帰しました。 

なお、これまで課長だけであった携帯電話の災害時優先登録を係長以上に増強（１台→６

台）し連絡体制を強化しました。また、今後、衛星電話の設置を予定しています。 

 

２．安全協定に基づく状況確認 

12 月 10 日(金)月例 県、柏崎市、刈羽村 

・１～７号機運転保守状況等の確認 

・４号機原子炉冷却材浄化系再生熱交換器の状況 など 

  １月 11 日(金) 県、柏崎市、刈羽村 

   ・１～７号機運転保守状況等の確認 

   ・６号機保安規定違反事象の再発防止対策の状況 など 

 

３．柏崎刈羽原子力発電所周辺環境監視調査年度計画（案）に対する意見公募の実施について 

新潟県及び東京電力(株)は、柏崎刈羽原子力発電所周辺地域の放射線及び温排水の影響を

把握するため、監視調査を実施しています。 

 平成 17 年度の監視調査を行うため環境放射線監視調査年度計画（案）及び温排水等漁業

調査年度計画(案)を策定し、新潟県原子力発電所周辺環境監視評価会議（平成 17 年３月下

旬開催予定）に諮って決定します。 

 平成 17 年度の監視調査の年度計画(案)を作成し、２月 12 日まで意見を募集しています。 


